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飯田市議会議長 熊谷 泰人  様 

 

社会文教委員長 永井 一英  

                                          

 

閉会中の継続調査申出書（案） 

                   

 

 地方自治法第 109 条並びに飯田市議会会議規則第 98 条及び第 104 条の規定に基づき、行

政執行の監視機能の充実と政策提言等を目指し、下記の事項について調査することを決定

しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 調査事項 

我がまちで子育てを支えていくためには 

 

２ 理由 

計画策定に向けた限られた期間の中で、委員会の議論等を深め、適時適切な対応を図る上

で閉会中になお継続調査する必要があるため。 
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